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 助成内容                             

１ 介護福祉機器等助成 

介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の１／２ 

（上限は３００万円） 

２ 雇用管理制度等助成 

 ・雇用管理制度等の導入に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の１／２ 

 （導入した制度等の内容に応じて２０万～４０万円、総額で１００万円を上限。） 

 ・新サービスの提供に関する加算 上記支給額に１０万円を加算 

 

 受給手続き                             

１ 介護福祉機器等助成 

○ 導入・運用計画の提出 

  介護福祉機器等助成を受けようとする事業主は、導入・運用計画書に必要書類を添付し、導 

入・運用計画期間の初日（機器を導入する月の初日）から遡って６か月前から１か月前の日ま 

でに本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。 

○ 導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日とし、３か月以上１年

以内の期間で設定してください。なお、導入・運用計画期間内に機器の導入、支払、導入機器

の使用の徹底を図るための研修、メンテナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を図るため

の研修、導入効果の把握などを完了させることが必要です。 

○ 支給申請は、導入・運用計画期間の末日の翌日から１か月以内に行ってください。 

 

【雇用管理制度等助成】 

○ 雇用管理制度整備等計画の提出 

  雇用管理制度等助成を受けようとする事業主は、雇用管理制度整備等計画に必要書類を添付 

し、雇用管理制度整備等計画の初日（雇用管理制度等を導入する月の初日）から遡って６か月 

前から１ヵ月前の日までに本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。 

○ 雇用管理制度整備等計画は、最初に雇用管理制度等を導入する月の初日を開始日とし、６か 

月以上１年以内の期間で設定してください。なお、雇用管理制度整備等計画期間内に雇用管理 

制度等の導入、支払、周知などを完了させることが必要です。 

介護労働者の雇用管理の改善を図った事業主に対する奨励金 

雇用管理改善 

介護労働環境向上奨励金は、介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の

改善、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理改善を総合的に

進め、介護労働者の労働環境の向上に取り組む事業主に対して助成します。 

27.介護労働環境向上奨励金 
（旧：介護労働者設備等導入奨励金） 
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○ 雇用管理制度等助成の支給申請は、雇用管理制度整備等計画期間の末日の翌日から１か月以 

内に行ってください。 

 

 利用にあたっての注意点                      

【介護福祉機器等助成】 

○ 対象となる介護福祉機器の範囲は、次のとおりです。ただし、次に該当する機器であっても、

事由によっては、奨励金の対象とはならない場合があります。 

詳細は都道府県労働局、またはハローワークへお問い合わせください。 

  ①移動用リフト（立位補助機を含む。移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含む。）、②自動車用車い 

すリフト（福祉車両の場合は、本体部分を除いたリフト部分のみ）、③座面昇降機能付車いす、④特殊浴槽

（リフトと一体化しているものや取り付け可能なもの、側面が開閉可能なもの等）、⑤ストレッチャー（入浴用に使

用するものを含む）、⑥シャワーキャリー、⑦昇降装置(人の移動に使用するものに限る)、⑧車いす体重

計 

○ 本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではありません。介護労働者

の身体的負担軽減につながるよう、適切な運用を行うために、「導入機器の使用を徹底させるた

めの研修」、「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修」、

「導入効果の把握」などを行うことが必要です。 

導入効果については、①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率（６０％以上）、②

身体的負担軽減に資する作業方法が徹底された職員数の改善率（６０％以上）で評価します。

奨励金の支給に当たっては、それぞれの評価事項を支給対象（①は機器の導入関係、②は介護

技術研修関係）に対応させ、評価事項毎に支給決定を行います。 

○ 過去に、支給を受けた奨励金（旧・介護労働者設備等整備モデル奨励金、旧・介護労働者設

備等導入奨励金を含む。）の累計額が、上限額（３００万円）に到達した場合は、当該奨励金に

係る管轄労働局長が行った最後の支給決定をした翌日から起算して３年を経過していることが

必要です。ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給決定日以降であれば、新たな

導入・運用計画の申請を行うことができます。 

 

【雇用管理制度等助成】 

○ 対象となる雇用管理制度等の範囲は、次のとおりです。具体的な内容は都道府県労働局、ま

たはハローワークへお問い合わせください。 

  ①増員に関する措置、②体系的処遇改善に関する措置、③報酬管理に関する措置、④労働時

間管理に関する措置、⑤能力開発に関する措置、⑥健康管理に関する措置 

○ 本奨励金は、雇用管理制度等の導入のみをもって支給されるものではありません。雇用管理

制度整備等計画期間終了時に介護労働者の定着状況を確認し、その定着率が８０％以上（新サ

ービスの提供に関する加算の受給を希望する場合は９０％以上）であることが必要であり、こ

の割合を下回った場合、奨励金は支給されません。 

 

【両助成共通】 

○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの支給を受けた場合は、その事由によっては、

本奨励金は支給されません。 

○ この他にも支給要件や留意点がございますので、お近くの労働局までお問い合わせください。 
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